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構築支援事業 実施 都道府県・指定都市等

精神障害にも対応した地域包括ケアシステム
に関わる保健・医療・福祉の

一体的取組

◆ 個別相談・支援（電話、メール）、現地での技術的助言、都道府県等研修への協力 等

地域援助事業者
（指定一般・

特定相談支援事業者）

保健所

① 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業
（地域生活支援促進事業）

② 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築支援事業

①…障害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、精神科病院等の医療機関、地域援助事業者、自治体担当部局等の関
係者間の顔の見える関係を構築し、地域の課題を共有化した上で、包括ケアシステムの構築に資する取組を推進する。

＜実施主体＞ 都道府県・指定都市・特別区・保健所設置市

②… ◆国において、地域包括ケアシステムの構築の推進に実践経験のあるアドバイザー（広域・都道府県等密着）から構成される組織を設置する。
◆都道府県・指定都市・特別区は、広域アドバイザーのアドバイスを受けながら、都道府県等密着アドバイザーと連携し、モデル障害保健福祉圏

域等 （障害保健福祉圏域・保健所設置市）における、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進する。
◆関係者間で情報やノウハウの共有化を図るため、ポータルサイトの設置等を行う。

＜参加主体＞ 都道府県・指定都市・特別区

※ ①及び②の事業はそれぞれ単独で実施することも可能

モデル障害保健福祉圏域

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの
構築推進事業（事業①）

広域アドバイザー 都道府県等密着アドバイザー

市町村 精神科医療機関

国（構築支援事業事務局）
■全国会議の企画・実施、シンポジウムの開催（H31年度新規）、

アドバイザー（広域・密着AD）合同研修会の開催（H31年度新規）
■地域包括ケアシステム構築に係る手引の作成
■地域包括ケアシステム構築状況の評価 等

【事業内容】（１は必須）
１．保健・医療・福祉関係者による協議の場の設置
２．精神障害者の住まいの確保支援に係る事業
３．ピアサポートの活用に係る事業
４．アウトリーチ支援に係る事業
５．措置入院者及び緊急措置入院者の退院後の医療等

の継続支援に係る事業
６．入院中の精神障害者の地域移行に係る事業
７．精神障害者の家族支援に係る事業
８．精神障害者の地域移行関係職員に対する研修に係

る事業
９．包括ケアシステムの構築状況の評価に係る事業
10. 普及啓発に係る事業（※H31年度新規）
11. その他、包括ケアシステムの構築に資する事業

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの
構築支援事業（事業②）

※

平成30年度精神障害にも対応した
地域包括ケアシステム構築支援事業

第３回 ＡＤ合同会議（H31.2.18) 資料２



精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業（地域生活支援促進事業（※））
平成３０年度予算案：５１５，６４２千円（平成29年度予算：192,893千円 ）

障害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、精神科病院等の医療機関、地域援助事業者、自治体担当
部局等の関係者間の顔の見える関係を構築し、地域の課題を共有化した上で、包括ケアシステムの構築に資する取組を推進する。

＜実施主体＞ 都道府県・指定都市・特別区・保健所設置市

【事業内容】
１．保健・医療・福祉関係者による協議の場の設置
２．精神障害者の住まいの確保支援に係る事業
３．ピアサポートの活用に係る事業
４．アウトリーチ支援に係る事業
５．措置入院者及び緊急措置入院者の退院後の医療等の継

続支援に係る事業
６．入院中の精神障害者の地域移行に係る事業
７．精神障害者の家族支援に係る事業
８．精神障害者の地域移行関係職員に対する研修に係る事業
９．包括ケアシステムの構築状況の評価に係る事業

10.普及啓発に係る事業 ※平成31年度～
11.その他、包括ケアシステムの構築に資する事業

【平成29年度 構築推進事業 実施１４自治体】
＜都道府県＞

埼玉県、静岡県、愛知県、三重県、奈良県、兵庫県、
徳島県、香川県、鹿児島県

＜政令市＞ 千葉市、新潟市、京都市、
千葉市、新潟市、京都市、神戸市、大阪市

○普及啓発に係る事業
精神障害者に対する地域住民の理解を深めることを

目的とした普及啓発事業の実施

平成３１年度から創設する事業メニュー

１の協議の場の実施は必須。
２～１１の事業は、地域の実情に合わせて選択可能。

① 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業（地域生活支援促進事業（※））
※地域生活支援事業に含まれる事業やその他の補助事業のうち、 国として促進すべき事業について、「地域生活支援促
進事業」として特別枠に位置付け、５割等の補助率を確保し、質の高い事業実施を図るもの。

【平成30年度 構築推進事業 実施 ４９自治体】

＜都道府県＞２６自治体
＜指定都市＞１２自治体
＜特別区＞５自治体
＜保健所設置市＞６自治体



＜広域アドバイザー＞

○国が精神障害者の地域移行・地域定着支援等、実践経験あるアドバイザーを選任する。

○複数の都道府県等を広域的に担当する。

○これまでの実践経験の知見を活かし、各モデル圏域における、精神障害にも対応した地域包括ケアシ

ステムの構築に向けた取組推進支援を行う。

※研修会への参画

※現地支援 地域課題の抽出、戦略策定、取組の具体化等々 に対するアドバイス・支援

＜都道府県等密着アドバイザー＞

○モデル圏域の都道府県等を担当。都道府県等の推薦を受け、国（委託先）が選任する。

○保健（行政）、医療、福祉分野から各１名程度（計３名程度の複数名チーム）

○モデル圏域担当者、都道府県等担当者と協力・連携し、精神障害にも対応した地域包括ケアシステム

の構築に向けた取組を行う。また、日常的に発生する課題等に対し、課題整理や相談等を行う。

１．アドバイザ－の役割

② 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築支援事業

◆国において、地域移行に実践経験のあるアドバイザー（広域・都道府県等密着）から構成される組織を設置する。
◆都道府県・指定都市・特別区は、広域アドバイザーのアドバイスを受けながら、都道府県等密着アドバイザーと連携し
、モデル障害保健福祉圏域等（障害保健福祉圏域・保健所設置市）における、精神障害にも対応した地域包括ケアシ
ステムの構築を推進する。

◆関係者間で情報やノウハウの共有化を図るため、ポータルサイトの設置等を行う。



平成３０年度【構築支援事業 参加１８自治体】
＜都道府県＞青森県、茨城県、栃木県、富山県、石川県、静岡県、

奈良県、鳥取県、広島県、香川県、鹿児島県
＜政 令 市＞千葉市、横浜市、川崎市、浜松市、名古屋市
＜特 別 区＞葛飾区、江戸川区

○モデル障害保健福祉圏域等（障害保健福祉圏域・保健所設置市）の選定

都道府県は、事業を実施するモデル障害保健福祉圏域等を選定する。（指定都市・特別区は当該自治体で実施）

○都道府県等密着ＡＤの選定・国への推薦

取組の実践過程で発生する課題等に対し、地域の実情を踏まえたアドバイスや相談等を行う都道府県等密着ＡＤ（保健・
医療・福祉分野から各１名）について、国へ推薦する。

○「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築に資する取組の実践

広域ＡＤ・都道府県等密着ＡＤの支援を受けながら、以下のことを実践する。

※研修会の開催

※ＡＤとの協議

※具体的な取組の実践

○全国会議への参加

都道府県等、広域ＡＤ、都道府県等密着ＡＤが参加する会議への出席

○報告書の作成

モデル障害保健福祉圏域等における課題、課題への対応策、実施プロセス、成果、次年度の目標、都道府県等全体

への拡大戦略等ＰＤＣＡサイクルによる評価を行い、報告書を作成する。

○手引き作成等、当事業への協力

２．都道府県・指定都市・特別区の役割

平成２９年度【構築支援事業 参加１３自治体】
＜都道府県＞栃木県、神奈川県、石川県、静岡県、愛知県、

奈良県、徳島県、香川県、鹿児島県、
＜政 令 市＞千葉市、横浜市、川崎市、浜松市

② 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築支援事業



【サイトＵＲＬ】

http://mhlw-houkatsucare-ikou.jp/

年３回 開催予定
＜参加者＞
・参加都道府県等担当者
・広域ＡＤ
・都道府県等密着ＡＤ
・厚生労働省担当者
・事務局担当者

④ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築支援事業「手引き」の策定

「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築に向けて、アドバイザーの派遣のほか、関係者間で情報やノウハウの共有化
を図るため、➀ポータルサイトの開設 ②地域包括ケアニュースの発行 ③合同会議の開催 ④手引きの策定を行う。

➀ポータルサイトの開設 ②ニュースの発行 ③合同会議の開催

② 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築支援事業

３．情報・ノウハウの共有化

※➀・②・④については、
当該事業に参加していない自治体の

方も閲覧可能。

合同会議は、
当該事業に参加していない自治体の

方も傍聴可能。
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